
地域マネジメント推進事業「地域まちづくりビジョン」策定支援業務 

仕様書 

 

１ 業務名 

「地域まちづくりビジョン」策定支援業務(新琴似連合町内会) 

 

２ 業務実施の背景・目的 

「札幌市まちづくりビジョン（以下「ビジョン」という。）」では、地域マネジ

メントを推進していくために、地域課題に対応した地域のまちづくり活動に対する

支援を強化するとともに、地域課題の解決に向けた支援を進めることとしている。 

本業務では、まちづくりセンターの区域を基本とした連合町内会、まちづくり協

議会で希望のあった地域団体に対して、地域の特性や課題などを地域住民が共有す

るための勉強会などを開催するとともに、将来の展望とその実現に向けた活動指針

である「地域まちづくりビジョン」策定のためのワークショップ開催の支援など、

地域自らが将来を見据えたまちづくり活動を長期的に推進できる体制を構築する

ことを目的とする。 

 

３ 業務の概要 

各地区の地域住民に対して、地域住民が将来顕在化する地域課題などを考え、共

有するプロセスを、勉強会やワークショップなどの手法を用いて支援する。 

さらに、課題克服に活用できる地域の強みや資源の発掘、課題に対する対策の基

本的方向性の検討についても併せて支援を進める。 

こうした支援を通じて、地域住民が地域の将来像（地域まちづくりビジョン）を

確立するプロセスを共有するなど、地域自らが将来を見据えたまちづくり活動を長

期的に推進できる体制作りのきっかけを構築する。 

 

４ 支援地域及び支援内容等 

 ⑴ 支援地域 

   新琴似連合町内会 

 ⑵ 支援内容 

   勉強会（１回程度）及び意見交換会（３回程度） 

  ※ 勉強会の開催にあたっては、意見交換会と同時開催を可とする 

 

５ 業務内容 

 ⑴ 地域課題の共有プロセス等に対する支援 

   本業務では各地区の地域住民が将来、顕在化する地域課題などを考え、共有す

るプロセスに対して支援を行う。 

   支援内容は次のとおり。 

 ア 総合管理 

    後述のイ、ウ、エ及びオの内容や進行等については、委託者、関係区地域振

興課、関係まちづくりセンター、推薦された地区の役員等と協議を行い、決定

すること。 

    なお、後述のウ及びエに係る資料作成や必要備品の用意、会場の調達（公共



施設又は町内会館などの貸室を想定）、セッティングの補助等は本業務で行う

こと。 

  イ チラシの制作 

    後述のウ及びエの参加者募集や実施後の結果を周知するチラシデータを必

要に応じて制作すること（印刷は地域で行うことを想定している。）。制作にあ

たっては、地域と十分に協議のうえ決定するが、A4 両面のみで３回程度を想定。 

  ウ 将来の地域課題などを内容とした勉強会の開催 

    札幌市の各種統計データから想定される地域の将来像についての勉強会の

開催を支援する。 

    勉強会は地域住民等が参加するもので、世代別人口推移を表した条丁目分析

や地域の特色など勉強会で使用する資料を札幌市と協議のうえ作成し、資料収

集やデータ整理、勉強会進行等を行うこと。 

  エ 将来の地域課題の共有などを目的とした意見交換会などの開催 

    勉強会の内容を踏まえて、将来、自分たちの居住地域で顕在化が想定される

地域課題やまちづくり活動の方向性などを議論する意見交換会（ワークショッ

プの手法などによることを想定）の開催を支援する。 

    意見交換会は３回程度行うこととし、概ね１回の参加者は 30 人程度を想定

している。意見交換会の全体の進行を行うファシリテーターのほか、テーブル

ファシリテーター（５名程度）を置き、円滑に意見交換を行うための工夫（話

しやすい雰囲気をつくるなど）をすること。なお、ファシリテーター及びテー

ブルファシリテーターは円滑に業務を遂行するため、地域での意見交換会にお

けるファシリテーター経験を有する受託業者職員とし、再委託等は原則行わな

いこと。 

  オ 「地域まちづくりビジョン」の制作 

意見交換会の成果物として「地域まちづくりビジョン」など、話し合われた

内容を整理し書面にまとめ、今後、地域自らが将来を見据えたまちづくり活動

を長期的に推進できる体制作りのきっかけとなるものの構築を支援すること。 

なお、「地域まちづくりビジョン」は下記のとおり必要部数を印刷し、地域

に手交すること。 

   (ｱ) 地域まちづくりビジョン 

     意見交換会参加人数＋５部程度（A4 両面フルカラー、10 枚程度） 

   (ｲ) 概要版 

     300 部（A3 両面フルカラー、1枚程度） 

  

⑵ 各種報告書の作成 

  ア 事業報告書 

    ⑴の内容を記録した報告書を作成すること。 

    なお、本報告書には、実施結果などを掲載するとともに、地域住民が地域の

まちづくりの方向性（ビジョン）を確立するプロセスへの効果的な支援につい

ての提言なども含めること。 



  イ 個人情報取扱情報報告書（別添のとおり） 

    毎月末頃に個人情報取扱状況について、別添１の様式にて１部提出すること。 

報告書の納品は電子データとし、Windows11 に対応した Word 文書で、事後に

テキスト修正が可能な状態のデータを CD 又は DVD に保存し併せて納品するこ

と。 

 

６ 業務履行期限 

契約書に示す着手の日から令和８年３月 31 日（火）まで 

 

７ 留意事項 

⑴ 本業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部に漏洩しないこと。

また、委託者である札幌市が提供する資料等を第三者に提供したり、目的以外に

使用したりしないこと。 

⑵ 受託者は、本業務の遂行にあたり、第三者の著作権、著作者人格権及びその他

特許権、商標権を含むいかなる知的財産権、プライバシー又は肖像権・パブリシ

ティ権その他の権利を侵害しないことを保証すること。第三者から成果物に関し

て権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、受託者の費用および責任におい

て解決するものとし、かつ札幌市に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠

償するものとする。 

⑶ 受託者は、本業務の成果物に関連する著作権（著作権法(昭和 45 年法律第 48

号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、成果物の納入、検査合格

後、直ちに札幌市に無償で譲渡するものとする。 

  札幌市は、著作権法第 20 条（同一性保持権）第２項に該当しない場合におい

ても、目的物の改変を行うことができるものとする。 

⑷ 受託者は、本業務の成果物の著作者人格権を、札幌市又は札幌市が指定する第

三者に対して行使しないものとする。 

⑸ 成果物及び資料等について、著作権等は札幌市に帰属するものとし、札幌市の

許可なく他に使用あるいは公表してはならない。 

⑹ 成果物及び資料等について、著作権、肖像権等の権利関係を整理し、札幌市が

同様の目的のためにそれらを使用することを妨げないようにすること。 

⑺ 本仕様書に定める事項のほか、札幌市契約規則及び関係法令を遵守すること。 

⑻ 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際に

は、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 

 

10 その他 

⑴ 業務の履行に当たっては、運営体制や担当者等の氏名など、事前に札幌市に報

告すること。（様式は問わない。） 

⑵ 当業務の契約に関係すること及び各地域の支援方針を決める最初の打合せへ

の同席は、札幌市市民文化局市民自治推進室が行うが、地域に対する具体的な支

援内容・方法については、支援地域のまちづくりセンター及び同じ区の地域振興

課と協議して決定し、業務を遂行すること。 

⑶ 当業務に関して問題点が生じた場合は、委託者と受託者の双方が協議して処理

すること。 

⑷ 入札後、落札候補者となった事業者は、委託者が指定する期限までに「個人情



報取扱安全管理基準適合申出書」を提出すること。提出方法は、委託者より別途

指定する。 

 

11 問い合わせ先 

  〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎 13 階 

  札幌市市民文化局市民自治推進室市民自治推進課 担当：杉原 

  電話：011-211-2253 ＦＡＸ：011-218-5156 

  Ｅメール：shiminjichi@city.sapporo.jp 

 



（別記）個人情報の取扱いに関する特記事項 

 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下

「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関

する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」

という。）、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱

いに関する特記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をい

う。以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制

を維持しなければならない。 

 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当

該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者

に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続

を定めなければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、そ

の承認を得なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければ

ならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなけ

ればならない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければな

らない。 

 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、

業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その

承認を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた

場所から持ち出してはならない。 

 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事

項における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教

育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体

制を確立しなければならない。 

 



 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三

者に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た

個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様と

する。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関

する誓約書を提出させなければならない。 

 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三

者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面によ

り承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場

合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者

が委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した

様式をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対

して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の

全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱

う業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委

託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければなら

ない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督する

とともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければな

らない。 

 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人

情報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製しては

ならない。 

 

  

（派遣労働者等の利用時の措置） 



第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働

者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させ

なければならない。 

２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につ

いて責任を負うものとする。 

 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、

事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定め

るところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確

化し、取扱規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、

情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見

直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒

体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体

等の廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及

び情報漏えい等の防止を行うこと。 

 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業

務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委

託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者

は、受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法に

よる受渡し確認を行うものとする。 

 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人

情報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければなら

ない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、

事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及

び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記

録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とする

のに必要な措置を講じなければならない。 



５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められ

た場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めな

ければならない。 

 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定

に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び

再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本

委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護

法違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に

係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に

従わなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関

係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切

に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必

要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項

に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委

託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しない

ことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、

その損害を賠償しなければならない。 


